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要約1
　世界的に人権思想及び児童の権利に開し古くから関心を持ち、これを里視してきた国のひとつであり、また児並福

祉と母子保健とが制度上、実態上も比較的連携して進められている特徴を持つフランスに関して、近年の動向と課題

について検討を加えた。その内容は、福祉の動向と方向、法制度の体系、行政体系、福祉・保健活動の単位、児童福

祉及ぴ母子保健の体系・社会資源・財源、児童福祉の諸活動、母子保健の諸活動であり、考察の結果は、次のとおり

である．

1　r家族社会扶助法典』において、児童の決定参加権、意見表明権等の積極的な権利保障の視点が加えられてい

　る◎

2　近年の家族支援サービスの強化の一環として、社会保障としての家族給付（児童手当）にかかわる施策の強化

　は、注目される内容である。社会保険を基礎とするこの給付の対象及びサービス活動の対象は広く児童福祉、母子

　保健を包含していること、また1987年から実施されている育児親手当、家庭保育手当は、乳幼児を養育している家

　族の支援サービスとして価値が高いことなどが指摘される。

3　他の欧米諸国と同様、フランスの保育も集団保育より家庭的保育が重視されている。中でも、家庭保育所の制度

　は、非常に示唆に富むものである。

4　母子保健制度とそれにかかわる活動更には学校保健活動も、児量福祉の一環として進められているのが大きな特

　徴であるが、福祉と保健の運携とりわけ専門スタッフのチームワークに関しては、参考とし得るものがある。

5　母子の栄養指導に関しては、我が国の方が進んでいるように推察されたが、学校給食においてr食べること」を

　重視した環境的配慮は重要なことと思われた。

見出し語：　　児童福祉、母子保健、国際比較

Trend　and　Task　in　Reference　to　Chiユd　Welfare　a口d　匹1aternaユ　＆　Child　Health　i馳　France

　　　　　　　　　　Takehiro　A闘INO響　Kiyoko　MIZUNO，　Rie　SOMEYA，　Sadao　HORIGUCHI冒　Reiho　KへSIWA闘E

　工n　this　project　study，the　trend　and　task　co馳cerni馳g　chiユd　welfare　and materanal　＆　chi三d　heaユth　in

France　were　analysed、　France　has　the　same　administrative　system　as　Japaq，　in　wh三ch　　ma七ernal　health　　and

school　health　are　formi口g　a　link　in　the　c血ain　of　ch三1d　welfare　system．　The　五mportant　viewpoints　were冨

1 lnthe甲『C。dedelafa諒illeetderaides・ciaユe”，p・sitiveandpr・gressivesecurityforch1真dreパs

　rights　have　been　prov五ded、

2　　貞s　o論e　of　the　promoしive　family　supPort　services，　we　must　take　noもice　of　family　benifit　syste回

　partiGuユar真y　chiユd　care　allowance　and　famiユy　care　allowance　wh五〇h　were　enacted　recentユy．

3　　As　for　infa論t　day　care　syste皿　．care　in　families　are　more　respec七ed　than　that　三口　faci11七五es．

4　　Cooperatlon　of　school　health　world　wi七h　child　health　was　useful　reference　1ロ　regard　to　the

　Profess三〇nal　team　work、

5　　1n　school　lunch　system、not　only　physically　but　also　psychologically　nourishing　environments　　are　much

　importanも　principle，

Key　栂ords＝　Child　Welfare，　闘aterna1　＆　Child　Health，　International　Comparison
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1　目的

　我が国の母子保健、児童福祉は、制度的、内容的に比

較的整備され充実している国々の一つに数えられている。

しかし、変転著しい社会の動向は、問断なく新しい問題

や課題を投げかけ、今後の方向、例えば母子保健、児量

福祉に関する諸法律の改正、家庭保健の充実、福祉サー

ビスの体系や措置の体系の見直し、国・地方自治体・民

間団体の役割分担のあり方、そして近年は福祉と保健の

実効ある遮携のあり方等々、種々検討すべき課題が未解

決のまま残されている・このため・本年度は・本研究の

露要な課題である児量福祉と母子保健の連携に焦点を当

て、この面で特徴ある法制度や活動実績を持っフランス

の動向と課題について検討し、今後の我が国の児童福祉

及ぴ母子保健のあり方を考究するものである。

1夏　方法

フランスにおける動向と課題を、以下の項目について調

査及び文献、資料に基づき分析、解析を行なった。

1　福祉の動向と方向

2　法制度の体系

3　行政体系

皿　結果

4　福祉・保健活動の単位

5　児童福祉の体系と活動

6　母子保健の体系と活動

　1　フランスにおける福祉の動向と方向

　フランスの伝統的指向である通帯主義（SDlidarisme）

は、一方ではフランスとしてのアイデンティティを保持

するための国家意識としての中央集権的な国民連帯と、

他方地域毎の多様性、主体性を重視する地域連帯とが共

存してきた。1980年代後半からは、従来の国民連帯とし

ての国家の統一を重視した地方分散Oa　deconcentratio－

nlとともに、地方自治を促進するための地方分権〔1a　de－

centralizationlが蓼β常に重視されつンある。

　フランス人の意識は、近年変容しっっあり、rフラン

ス人白書」はこの流れをr連帯からエゴロジー〔個の重
視） へ』と称している。福祉の方向についても、近年は

細分化されたサービスを包括的なサービスヘ、扶助・援

助から個人の向上・自己実現へ、個人的処遇から地域的

処遇へ等ン、いわゆる包括的社会福祉の方向づけがより

明確になってきている。

2　福祉・保健制度の法体系

　　〔11福祉・保健関連法制

　フランスの法令は、福祉、保健分野で明瞭に別れてい

ない。関連法制を示すと、以下の8種が上げられる。

　基本法制；

　①r社会保障法典』1956年デクレ、1985年全面改正

　　　く全8章、835条〉

　②r家族社会扶助法典』1956年1月24日デクレ

　　　く全6章、241条＞

　③『公衆衛生法典』1953年10月5日デクレ

　④r障害者福祉基本法』1975年6月30日オルドナンス

　　　く全6章、62条＞

　関連法制；

　⑤『民法典』

　⑥『社会施設、医療社会施設に閲する法律』

　⑦r病院改革に閲する法律』1970年

　⑧『労働法典』

　⑨r非行少年法』

　⑩r刑法典』

　　（21社会福祉の体系

　フランスの児童福祉の法制度上の体系を、我が国の社

会福祉の概念と関連させてまとめると、以下の3種に大

別される。

社会福祉 一1欝譲欝繍

一／灘灘1蕪

　3　行政体系
　フランスには、国及び州（region）、県（“epa℃tment）、

市町村〔commune）の3種の益共団体があり、また郡（ar

－rondisseme幡sl．地区（cantons）の2槻の行政区画があ

る。現在の行政体系は、表1のとおりである。

　　〔11国

　我が国の厚生省に該当する国の行政府は、しばしば名

称が変更するが、現在は「社会問題・雇用省」である。

組織は12庁・局・部で構成されているが、福祉・保健に

かかわる部局としては、社会保障局、社会事業局、保健

総局、病院局、薬務局がある。

　1982年3月2日のいわゆるr地方分権法』により、国
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表1　フランスの行政体系

行政の系統及びその特徴 立　法 行　　　　　　　　　　　政

国　　　　　　　　大統領制プラス議院内閣制 国　　　会 ＝i大統領需＝中央政府 ⇔⇔⇔く地方分散＞
（総理大臣） B

州　（2幻　　　　　　1982年より独立自治体となる 州　議　会 州行政府 州保健社会局
（州議会議長） （州長官）

県（99）　　　　　4海外県及びパリ市を含む 県　議　会 県行政府 県保健社会局
最も幅広い行政権限をもつ （県議会議長 （共和国委員

難区：鶏，，撒糟譲罐講な 一一
知撃）

x保健地区、福祉地区

一一 知事）

市町村　（約37，000）地方自治の核 市町村議会 市町村行政府
市町村長）

の権限が大幅に縮小され、とくに福祉、保健分野におい

ては、県及び市町村の櫃限が拡大した。但し、入工妊娠

中絶等医療保険の対象とならない分野及び学校保健に関

する事業は、県に移管されず、今日においても国の管轄

下ですすめられている。

　　（2）州

　州は、広域行政を握当しているが、福祉、保健の分野

に関しては全ぐ権限を有していない．

　　〔3）県

　福祉、保健の分野で県の権限に属し、またその責任を

負う分野は、サービス全体の大部分に及んでいる。例え

ば、児童、母子の保護や種々の援助に関する権限と貴任

は、従釆中央政府が認定する県知事が有していたが、r

地方分権法』により、知事制が廃止され、県議会議長に

移管された。

　フランスの母子保健行政は、我が国と同じく、児童福

祉の一環としてすすめられているのがひとつの特徴であ

る，県の所掌する業務のうち、とくに児甦福祉、母子保

健にかかわる業務は、禰祉保健部局の中の合同児甦事業

課及び医療社会福祉活動諜で所掌しているのが通例であ

る。両課の業務内容は、表2のとおりである．我が国の

児童福祉、母子保健行政に該当する分野は、主として合

同児魎事業課の中ですすめられ、これらのいわゆるAS

E・（Servicederalde socialea　renfa馳ce｝の業務は

行政上の措置権を持っている。

　　〔4）市町朽

　市町村は、県程ではないが、福祉、保健の分野におけ

る 描限がr地方分権法』により拡大されてきた。例えば

従来県の権限に移行されていた緊急の社会扶助、医療扶

助にっいては、現在では再び市町村が所管する体制とな

表2　県の所管する業務内容

r合同児童事業課』；

　1　医療的社会福祉的保護

　①　母子保護事業

　②　学校保健事業

2　児童福祉

①

②

③

④

⑤

予防的福祉活動

手当

国家後見孤児等の認定と処遇

児磁の保護観察

不適応児の処遇

r医療社会福祉活動課』：

　1　伝染病予防、調査、予防接穏、国

　　境での防疫

2　人災の撲滅

3　社会的家族的活動

4

5

①

②

③

④

⑤

家族に対する働きかけ

社会・農村・都市の活性化

外国人労働者の福祉

入植問題

帰化

傷病者、障害者、社会的不適応者．高齢

者、外国人労働者のための特別福祉活動

保健教育

っており、また人ロ2万人以上の市町村のみに認められ

ていた保健センターの設置が、すべての市町村に認めら

れるようになっている。
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　4　福祉・保健活動の単位

　　lD地区編成化

　福祉の領域のうち、社会保障、社会扶助は、上記の行

政体系に蕾づいてすすめられるが、第3の制度体系の領

域即ち社会事業（保健社会福祉事業）は、地域、地区を

拠点とした活動が中心となる。このため、これらの踏業

を地方自治体の単位ではなく、行政区画を別に設けたい

わゆるr地区編成化』が、10数年釆重視されてきた。

　　（21地区及ぴ境界区

　活動の単位としては、小規模な地区及びそれをさらに

包括した境界区がある。福祉事業を主とする社会地区

は、人口3，000人乃至4，000入単位で編成され、多目的

ソーシァル・ワーカーが活動する。さらに境界区は、人

ロ約4万人乃至5万人単位で編成され、境界区ソーシァ

ル・ワーカー、専門ソーシァル・ワーカー、その他社会

福祉職（教育指導士、家庭奉仕員、医療社会福祉専門

宮）が配置されている。

　これらの一部は、保健地区と重なり合っていが、母子

保健や学校保健活動においては、境界区はきわめて暖昧

であったり、篠在していない場合も多い。

　5　児童福祉、母子保健の体系

　　〔1）児寵福祉、母子保健の対象となる児童の年齢

　1974年7月5日付法律により、成年の年齢は21歳から

18歳に改められ（『民法典』第388条）、児童は18歳未

満とされた。また、　r少年非行法』により、刑駆貨任年

齢範囲にあるいわゆる犯罪少年は、13歳以上18歳未満と

されている。

　　〔2）児童福祉の理念

　フランスは、歴史的に見ても人権思想が早くから璽視

され、また児灘観、児敷の権利に関しても、その発展に

先駆的役割を果してきた経緯がある。

　今日では、r家族社会扶助法典』等で児童福祉に関し

ては以下に掲げるような権利が示されており、児童の権

利保障の視点が加えられている。

　①本人に関するすぺての決定に参加する権利

　②毎年1回、本人の処遇を再検討してもらう権利

　③本人に関する討議の議事録に接し、それに関して意

　　見を表明する権利

　④家族会の招集を要求し、本人の選ぶ人が家族会で聴

　　取されることを要求する権利

　⑤法定代理人の同意を得て本入の曾類を要求する権利

　1980年ピアンコ・ミラー報告、1981年の児童福祉政策

の拡大をめざす通達等から、近年の児童福祉の理念、方

針をまとめると、以下のとおり家族重視、地域重視指向

が強く示されている。

　①先ず、家庭において児童を餐育することを最優先す

　　る◎

　②家庭から離す場合でも、可能な限り家族の合意の下

　　家庭から近いところで、しかも短期間保護すること

　　を目指す。

　③県の児童福祉実施貨任を定め、住民に身近なとこち

　　でサービスを展開する。

　④一方、被虐待児等要保護性の高い児童については、

　　司法や国が介入し、体系的な保護．観察を行なう。

　　（3）母子保健の任務

　フランスにおける母子保健は、母子保護事業の一環と

して位置づけられている。母子保護の任務は、1956年8

月10日付デクレによって、学校保健とともに、次のよう

に定められている。

　r母子保護、学校保健部門は、次の任務を負う．

　母子保護については、予防、治療、予後、社会復帰に

関する活動を組織し、この活動にかかわる専門機関に対

して医療上の指導を行なう。それは、保護に要する公貧

の支出を監督する立場にあるからである。

　学校保健については、学童はいうまでもなく、初等・

中等教育機関及び農業・技術教育機関の教職員に対して

も医療的社会的福祉的指導を組織し、実施する。また地

域や生活環境の衛生状態を監督する。』

　以上のように、フランスでは学校保健事業は、児童福

祉串業の一環として、母子保健とともに組み込まれてい

るのが特徴である。

　　（4）児童福祉、母子保健の領域

　フランスの児逓福祉、母子保健は、児童社会扶助、家

族給付、社会扶助の3うに大別される。児童社会扶助

は、社会扶助の一環ではなく、社会留業の一環として行

なわれているものであり、児童福被活動全般にわたって

おり、母子保健、学校保健が含まれる。その種類、方

法、決定機関は、表3のとおりである．その大部分の実

施責任は県が負い、国や司法機関の関わりは限定されて

いる◆

　家族給付は、r社会保障法典』に基づき社会保障の一

環として行なわれており、家族手当金庫がその運営にあ

たっている。児童の養育にかかわるものは9種あり、表

4のとおりである。その多様性において他国に類を見な

い制度であり、とくに育児親手当、家庭保育手当は児童

家庭福祉の重要性を政策に反映したものである。

　なお社会扶助としては、特別手当（児童扶助手当）が

ある。特別手当は、養育上何らかの困難を持つ両親家

庭、ひとり親家庭に支給される。手当は、県議会識長が
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網野他＝フランスにおける児童福祉及び母子保健の動向と課題

表3　児童社会扶助の体系

領　域

保護の

　類
社会的援助　の　方法

決　　　定　　　機　　　関

国（DDAS　S）
和国委員

　　県

議会騒長
裁判所

童判鵬

母子保護

　母子保健
　保育施設
　母子一時保護所
　母子寮
校保健

族援助

　家庭指導。多目的家族福祉事梁
　特別手当（児童福祉手当）
　教育扶助
　一時保護
行予防活動

▲

遺棄予防活動

常設遺棄察務所

不適応児（心身障魯児，性格障害児or

●

●●●●●

行動障害児）の福祉

　　診断（県特別教育委員会，小児精
　　神衛生相談室，観察七γター
　　等）
　治療教育（療育施設，再教育セγ
　ター，授産施股，教育指導員等）
保護児の福祉

特別手当（児童福祉手当）一時保獲（児童保護所〉

家後見（里競，施設，養親）
護観察（教育扶助，里親，施設）

司法的

　護

保護観察（教育扶助，里親，施設）
護（里親，施設〉
同保護（上記のいずれか）

●●●

支給の決定権を持ち、県のASEの保護観察の対象とな

る。この手当は、家族給付との併給が可能である。

　6　児童福祉、母子保健の社会資源

　各種施設、団体、組織等については、後述する諸活動

でふれるが、このうち民間団体は全体の約16％に当たる

42，509団体が保健、福祉活動に従事している。施設入所

人員の約半数は、民問非営利団体の設置する施設を利用

している，

　7　児麗福祉、母子保健の財源

　財源は、国、地方自治体の各予算及び社会保障会計に

大別される。このうち社会保障会計は、社会保険、拠出

金を基礎としており、国は社会保陸制度への監督権を持

つが、国の財政とは独立して運営されている。とくにか

かわりの深い家族手当金庫は、手当・給付の支給の他・

ホームヘルブや在宅援助サービスの運営にもその財源を

活用している◇

　国と地方の共同貴伍に基づく社会扶助費等について

は、社会問題・雇馬省予算から、地方に交付金、補助金

等による財源移転がなされている。

　民間団体の活動財源は、独自の募金活動と県からの各

種補助金によっている。

　8　児童福祉の諸活動

　　（1）家族援助と予防活動

　家族援助には、各種手当・給付と在宅援助があるが、

手当・給付にっいては前述した。

　　　①在宅援助

　r家族社会扶助法典』により、社会扶助及び社会事業

の一環として在宅扶助の内容が定められている。

　アホームヘルバー援助

　母親の入院、出産、家出等の際の応急的援助、問題を

かかえた家族に対する教育的、予防的援助等がある。

　イ教育扶助

　問題を持つ家族に対して、家族関係調整や児童の安定

を図るための援助がある。

　　　②予防活動

　ソーシァル・ワーカー、家庭経済社会カウンセラー、

教育循導員等が中心となり、各地区ごとに、ケースワー

ク、特別手当の支給、在宅教育活動など野行なわれる。

　また、児童の養育を拒否したり、親権の放棄を望む親

に対して、その児鼠を預かる常設遺棄離務所、姫産婦と

その子を産後3日間入所させ、出産、育児、生活を保陸

する助産施設、若年の母とその子を入所させてその自立
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を援助する母子の家等の施設活動
　　　　　　　　　　　　衷4　家族給付の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も璽要な予防活動である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）養護児童対策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①要保護児童

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r家族社会扶助法典』では、保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　護を必要とする児童を以下の5つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に分類している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア保護観察児

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）実親以外の者や施設等に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託された児重。この場合は国家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後見孤児と同様の保護を受ける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1イ1家庭で生活するが、司法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的、行政的措置により教育扶助が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なされる児童。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ウ）養子縁組、里親等への委

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　託により実親以外の者に預けられ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た児磁。県のASEの監督を受け

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ特別手当児

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別手当てを受け、ASEの保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　護親察を受けている児童。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ監護児

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裁判所の司法手続きにより監護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　権がASEに委託されている児

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選。監護椹停止中の実親の児盈。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ASE委託決定児童。夢巨行により

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護処分を受けた児童等。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エー時保護児

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実親の要請、同意によりASE

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に委託されている児童。国家後見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孤児と同様の保護を受ける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オ国家後見孤児

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実親の親権が制限され、国家の

　※1多胎子の場合は，生後3か月までは所絡制限は無いが，その徴3か月は所栂制隈がある。　　　　後見下に置かれている児誕・地方

　※2社会尿険科の雇用者魚担分及ぴ被用者負担分　　　　　　　　　　　　　　　　　分散としての県共和国委員（旧知

事）が後見人となる。後見人は、養子縁組が可能という予測がなされる場合に限られている。

　　　②保護の内容

　保護の内容としては、主として以下の7つがある。

名　　　称 目　　　的 対　　　　忽

所縄制隈

　支給月額
ig87，7．1．現在）

児童のいる家族の所 第2子以降 2子　544，05F
縛保障 3子1241．蔦

扶獲

家　族　手　当 無
4子1938．20

子2635．27

紹 6子、各1人
付 697．07

家族補足手当
児童のいる家族の補

的所欝保障

3人以」ヒの子で，かつす

て3歳以上
有 708F

妊妊，出生に伴 妊撫か月から生後3か月 無

乳幼児のための手当
う家族の所揚保 多胎子の場合生後6か月

子について生後4か月

有資L

78ユF

妊 から3勅未満 有

娠
出生後の退賊， 過去IO年問に計2年以上 2424F

育　児　親　手　当

出産 育児に伴う家族

所縛保障

就築し，第3子又は策4

出生後3歳になるまで 無

3年目の期問

，バート出
青児開

（支給は2年問） 動，職菜訓練受

の場合は半額

特
保

乳幼児の家庭保 両親（単親の場合その親〉

別
家庭保育手当

育者の雇用に伴

諸費用の補助

が働き，日中保育者を雇

し、出生以後3歳にな
無 2000Fを限匿

藁2 るまで

目
入 新学年時の出費 義務教育年齢（6蔵以上

新　学　年　手　当
静申

に対する補助 16蔵以下）中で新学年に 有 各1人340．04F

的
係 あたる子

給
特別教育手当

障害児

障害児の養育に

う家族の所得

障

永久障害が50％以上で，

0歳未満（基礎特別手当）

久障害が80％以上で，

無
　　　544．06F

統的介護

　　408．047

付

困係

要介優（特別教育手当）
無

常時介護

　　1224，13

児童のいるひと ひとウ親（別居を含む〉妊 ひとり親

ひと　ウ競手当 ひと

り親家族の所縛

嫁

娠中の坦身者で，連畿12

月又は最も年少の子が
有

2550，27Fを隈

ウ 3趨に達するまで 子各1人850，09
親家

孤児のいる家族 父母とも，又は父母のい 父母とも欠く孤

家族接助手当

族閃係

の所得保障 ずれかを欠く子（狐児）

無

児　　510．05F

母のいずれか

を欠く孤児

382．54

ア児童保護所

　保護を必要とする児璽を一時的、短期的に入所させ

　て、法的、 社会福祉的、医学・心理学的な調査、診

　断を行ない、その後の処遇のあり方を方向づけるセ

　ンター◎

イ子どもの家

　家族的、社会的理由で保護を受ける必要のある児漉

　のための養護施設。

ウ子どもの村

　いくつかの家庭で構成される共同体的な村。新しい

　形態の児童養護の場であるが、数はまだ少ない。

工生活の場所

　ともに生活する人々や子どものコミュニケーション

　を垂視し、伝統的な施設からの脱皮を目指した施設

オ里親
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網野他：フランスにおける児壷福祉及び母子保健の動向と課題

　　保護を要する児麗を自宅に預かり、養育する者。A

　　SEからの委託のほか、直接実親が里親に委託する

　　方法もとられている。委託期間、委託対象児は多様

　　であり、広く普及している。

　力代理親

　　無償で継続的に児逝を預かったり、親代りの役割を

　　果す者。親と異なり、法的な基盤を持たない。最も

　　普及しているのは、家庭訪問、付き添い、休日の際

　　の受け入れ、文通等である。

　キ養子縁組

　　完全養子縁組と単純養子縁組の2種が併存している

　　が、完全養子縁組は児漉福祉上の位置づけが強い。

　　原則として、15歳未満の児童を6か月以上試験養育

　　した後、裁判所の決定により成立する。実親または

　　親族会が同意した児童、遺棄の宣言を受けた児灘、

　　国家後見孤児が対象となる。

　　　｛註〕　親族金　；

　　要保岐児童の橿祉．身分上のことに閉する一殺の

　毘童埼膜の役剖を來たす愚関である．ふたりの蝋員

　及び5人の有蛾暫で楕戚され．児童の処遇にあたっ

　て、ASεや段見人である共和国霞員に、実親の引

　き取り、薬子課想等について慧見を述べたり、児童

　の財産管堰祁を実施する，

　　（3）非行児薩対策

　非行のある児麗については、r民法典』第』3石条から

第381条に規定する要保護少隼（危機にある少年）と

r少年非行法』に規定する犯罪少年U3歳以上）に大別

される．要保護少年は、・保護処分（再教育処分）の対象

となり、13歳未満の児童は、如何なる場合でも刑礁処分

の対象とはならない。犯罪少年は、保護処分及び刑事処

分の対象となる。

　　　①13歳未満及ぴ要保護少年の保護処分

　ア両親、後見人、監護権者または信頼できる第三者へ

　　の引き渡し。

　イ資格を有する国立若しくは私立の教育施設または職

　　業訓練施設への送致。

　ウ資格を有する医療施設または医療教育施設への送致

　工ASEへの引き渡し一一一福祉的処遇。

　オ教護院送致。

　　　②13歳以上鰺歳未満の犯罪少年の保謹処分及び刑

　　　　事処分

　ア～ウは、上記ア～ウに同じ。
エr 年院または矯正院送致。

　オ刑事処分一一一少年の犯情及び資質に照らして相当

　　と認める場合。但し刑の酌量軽減の適用がある。

　　　③非行の動向

　フランスでは、195α年代を除き、少年非行は逐年漸増

傾向にあり、　6歳～12歳、13歳～15歳、16歳～17歳のい

ずれの年齢層も増加している。

　　〔4）不適応児及ぴ心身障害児対策

　　　①不適応児の種類と比率

　フランスにおいては、心身の障害、情緒障害等のハン

ディキャップをもち、医学的、心理学的、教育学的かっ

社会福祉的方法を結ぴ合わせた再教育の努力がなけれ

ぱ、家庭、学校、職場、社会で通常の生活を営むことが

できない児麗を不適応児と呼称している。不適応児は、

表5のとおり、8種類に分けられている。

　　　　　表5　不適応児の種類とその比率

不適応児の種類 知　能　指　数 比　率　＊

軽度の知恵遅れ 0，65～0，85 2．00～4．00％

中度の知恵遅れ 9，50～0．65 0．85～1．00％

重度の知恵遅れ 0．30～O．50 0．50～0．75％

精神発達障害 0．30以下 0．25％

性　格　阻　害 普通もしくはその他 5．00％

視　覚　阻　害 普通もしくはその他 0．12％

聴　覚　随 害 普通もしくはその他 0．22％

肢　体　不自由 普通もしくはその他 1．75％

　＊同一年齢層における比率　　資料　文献11

　　　②陣害児の認定

　r随害者福祉基本法』により、障害児に関する認定機

関として県特殊教育委員会（CDES）が設けられてい

る。CDESは、20歳未満の陣筈児について、随害の認

定、障害者手帳の交付、特殊教育手当の受給資格審査、・

障害児の二一ドに適した学校、施設の決定等の業務を行

なっている。

　　　③予防、発見と診断

　不適応発生の予防1早期発見、診断には後述の母子保

健・学校保健における健診の他、小児精神衛生相談霊、

医療心理教育委員会、公開観察班、保護センター、観察

センター、多目的家族福祉事業、特別社会福祉事業その

他多様な公的機関、民間組織等があたっている。

　　　④治療、教育、療育施設

　r社会施設、医療社会施設に関する法律』により、以

下のような施設が設置されている，

　ア医療教育施設

　精神薄弱、行動障害、運動障害、感覚瞳 害等各教育施

　設、障害児実験的施設、瞳害児の寮。
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　イ医療施設

　重度精神遅滞施設、滋複障害施設。

　また、教育省が管轄する施設として、特殊教育クラ

ス、専門的教育施設、国立養護学校等があり、更に福

祉、保健、教育分野のサービス機能として．在宅特殊教

育ケア・サービス、医療心理教育センター、早期医療社

会活動センター、障害児専門的家庭委託等がある。

　　㈲保育対策
　フランスにおける乳幼児の保育は、児重福祉の体系と

幼児教育の体系とが重なり合っている。0歳からおおむ

ね2歳頃までは、児意福祉の体系による保育がなされ、

おおむね3歳頃からは、幼児教育の体系による教育、保

育がなされている。3歳以上に関しては実態上は幼｛呆一

元化がなされているといえる。

　　　①児逝福袖の体系による保育

　ア施設保育所

　市町村、公益団体等が設置し、保育二一ズを持つ家庭

の乳児及び低年齢幼児を預かり、桀団的に保育する。養

育及び保健・看護的機能が露視されている。

　イ家庭保育所

　市町村、公益団体等が設置し、家庭保母（保育ママ）

を雇馬して、保育二一ズを持つ家庭に家庭保母を紹介

し、家庭保母はその乳児及び低年齢幼児を自宅に預かり

保育する。

　ウ家庭保母（保育ママ）

　保育二一ズを持つ家庭の乳児及び低年齢幼児を直接自

宅に預かり保育する。フランスにおいても他の欧米諸国

と同様、家庭保母による家庭的保育のウエイトが高い。

　　　②幼児教育の体系による保育

　おおむね3歳以上の幼児に対しては、学校教育の一環

であるエコール・マテルネルが教育、保育を担当する。

午前中は、いわゆる幼稚園的機能を持ち、午後は保育所

的機能を持つ。フランスにおける就学前1年間（5歳

児）の就園率はきわめて高い。

　9　母子保健の諸活動

　　（1）母子保護事業の組織

　母子保護事業の主要な活動は、予防及び早期発見の活

動である。したがって、法制度上はこの趣旨を規定して

いるr公衆衛生法典』によって、母子保護事業の組織が

定められている。r公衆衛生法典』は、この臨業にかか

わるスタッフを次のように定めている。

①医師もしくは児童調査官③ソーシァル・ワー
②　常勤または非常勤の専門　　　カー

　　医　　　　　　　　　　④　保育者

　　（2）妊娠前の母子保護耶業

　フランスの予防医療活動は、婚姻を内定した許婚者が

相互に婚前健康診断轡を提出することから始まる。これ

は、r民法典』によって婚姻の2か月前以前に提出する

ことが義務づけられている。これに必要な医学的検診

は、臨床検査、結核等のレントゲン検査、梅毒等の血液

検査である。これらにかかわる費用は、被保険者の場合

は社会保障金庫から支払われ、それ以外の場合には、社

会扶助としての医療扶助が支給される。

　　13）妊娠中の母子保護壌業

　フランスにおいてもわが国と同様妊娠の届出が義務づ

けられている。しかし届け出先は、社会保障の一環とし

て活動している家族手当金庫である。この時点で妊婦の

ための健康手帳が無料で配布される。そして、以下に示

す産前の健康診査が4回義務づけられているが、これを

受診し、さらに健康予防相談を受けることにより、必要

な手当を受給することができる。

　　①妊娠3月（精密臨床検査、血液型検査、レントゲ

　　　　　　　ン検査）

　　②妊娠6月（産科検診）

　　③妊娠8月（産科検診）

　　④妊娠9月（産科検診）

　最初の受診は、妊娠3月以内とされており、母体や胎

児に影響を及ぼすおそれのある病理状態の発見、母子血

液型不適合、結核、性病、腎臓・心疾患、糖尿病、トキ

ソブラズマ、風疹、栄養異常等について詳しい検査が行

なわれる．第2回以降は、尿蛋白、体露、血圧の測定が

義務づけられている。第1回の検診は、医師によって行

なわれるが、2回以降は、医師または助産婦によって行

なわれる。

　妊娠中の健康予防相談は、r公衆衛生法典』によって

次のように義務づけられている。

　「すべての妊婦は、国、地方公共団体、社会保障制

度、家族手当金庫が支給する諸手当、給付を受けるため

に、ソーシァル・ワーカーが行なう健康予防相談に応じ

なければならない。」

　これにあわせ、更に必要に応じて地区のソーシァル・

ワーカーや助産婦が妊婦の自宅を訪問し、特別な保護の

必要性にっいて調査を行なうことがある。

　これらの費用は、基本的には保険制度もしくは社会扶

助により、公的に負担される。産前手当は3回に分けて

給付される。

　また、これらの産前検診を規則正しく受診した妊婦に

対しては、現物または現金による奨励手当が支給される

制度がある、
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　　〔の産前、産後の保障と家族給付

　産前、産後の保障としては、まず社会保障制度による

産前及び産後の手当がある、表4の乳幼児手当がそれで

ある。妊娠4月以降から生後3か月迄、家族手当金庫か

ら支給されるが、多胎子の場合は生後6か月まで、末子

の場合は2歳まで支給される。休暇に関しては、r労働

法典』により、最大産前6週間、産後1D週間合わせて最

大16週間の出産休暇を取ることができる。育児休業制度

は比較的早く1977年に発足したが、両親の双方またはい

ずれかが、最大2年間取得できる。

　　〔5）産後の母子保護事業

　産後の予防医療活動の始まりは、県保健福祉局への出

生証明書の届け出とその際に受理する子ども健康手帳に

始まる。妊娠中に受理する手帳が母子健康手帳の場合に

は、そのまま利購される場含もある。国が作成するもの

は、21歳になるまで記載が可能である。

　産婦に関しては、産後8週閤以内の検診、さらに希望

に応じて衛生教育に閲する相談がなされる。

　　〔3）乳幼児の健康診査

　乳児に関しては、次の時期に会わせて10回健診査が行

なわれるが、このうち8日以内、9か月中の2回の検診

が義務づけられているウ

　　　①　生後8日以内　　⑥　生後5か月中

②

③

④

⑤

生後1か月前

生後2か月中

生後3か月中

生後4か月中

⑦

⑧

⑨

⑩

生後6か月中

生後7か月中

生後9か月中

生後12か月中

　2年目に入ると、生後16か月中、生後20か月中、生後

24か月中の計3回健康診査が行なわれるが、このうち生

後24か月中の健診が義務づけられている。

　2歳に入ると、以後は4年閤就学前迄6か月に1回の

割合で、健康診査が行なわれる。3歳から6歳までの健

診では、とくにエコール・マテルネルに入園する3歳時
期 において、不適応の早期発見、感覚・運動・情緒面の

測定、臨床精密検査（体垂、身長、能力テスト、既往

症）カ∫行なわれ、とくに心理的、教育的言周査が重視され

る。さらに6歳時期には、初等学校適応に関する健康診

査が実施される。ここでは、心身発達度の評価、臨床検

査、必要な場合はさらに社会的家族的背景調査がとくに

行なわれる。

　．ごれらの検診は、母子保護センターもしくは総合クリ

ニックの握当医あるいは家庭医、心理学者、ソーシァ

ル・ワーカー等によって行なわれる。これらの費用は、

妊蝿検診と同様に基本的には保険制度もしくは社会扶助

によって、公的に負担する。

　　（の健康証明書

　フランスでは、出生証明窃を受理し、健康診査のう

ち、生後8日以内、生後9か月、生後24か月の計3回の

義務づけられた検診を受診したすべての乳幼児に関して

、健康証明書が作成される。そのうち、一通は子ども健

康手帳または母子健康手帳に挿入され、他の一通は保健

福祉局の母子保護担当医のもとに部外秘で保管される。

　この健康証明螢は、各子どものあらゆる疾患、心身の

障害・異常、伝染病等の予防、早期発見のための管理シ

ステムとして機能し、何らかの問題が発見された乳幼児

に対しては、母子健センター、総合クリニック、精神衛

生センター、あるいは』医療社会福祉活動にかかわる機関

で、予防的、治療的サービスを受ける。

　　（8）予防接種

　乳幼児期には、次のとおりの予防接種を受ける。とく

に保育所、エコール・マテルネル、乳児院、休暇村等、

入園や集団生活に入る場合に、保護者は予防接種証明書

の提出が義務づけられている。

，①　生後18か月以前＝ジフテリア（1か月間隔で3

②

③

④

　回、1年後に再接種可）

　生後賂か月以前；小児麻癖（1か月間隔で3回、

　1年後またはワクチンの型により3年後に再接種
　可）

　生後12か月から18か月迄＝破傷風（1か月間隔で

　3回、1年後に再接麺可）

　3歳から6歳迄＝BCG
（9）社会福祉的保護

　子ども自身に何らかの問題、障害、異常が発見された

場合に限らず、その保護者、家庭の状況が子どもの福

祉、保健上望ましくないと考えられた場合には、ソー

シァル・ワーカーと保育者による在宅ケアーや家庭外養

育、保護観察等が行なわれる。

　　UO）家族計画

　フラ ンスにおいては、旧くから人口問題即ち出生数の

低下に対して、人口政策として家族給付の充実、母子保

健サービスの充実を麗視して実施してきた。

　一方、受胎調節以外のいわゆる中絶等出生の抑制にあ

たる入為的否認は、宗教的背景もあって原則として禁じ

られてきた、女性の権利拡張に伴って、次第に家族計画

運動が広がり、1967年12月27日付法律により、経口避妊

薬を認める法律が制定され、避妊禁止が解除された。こ

の法律では、更に家族計画教育センターや夫婦相談所の

設置が義務づけられている。

　更に、先述した母子保護センターの設置が1974年た義

務づけられた時、その任務として、婚前相談、 産前産後
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の相談・不妊症相談とともに、思春期教育、家族計画、

家族教育のセンターとなる役害IIが含まれた。

　その後、1975年1月17日付法律により、　r窮地の状態

に麗かれた妊婦は、医師に人工中絶を求めることができ

る。』とされ・初めて中絶が認められたが、生みの親と

しての中絶権は認められていない。

　なお、1981年からは中絶にかかわる費用が社会保障制

度に基づいて公費で負担する途が開かれている。

　　（111学校保健事業

　　　　①学校保健臨業の所管

　　先にふれたように、フランスでは学校保健事業は禰

祉保健分野における合同児暫礁業の一環として位置づけ

られており、教育行政との関係上、国が所管している。

実質的には県において具体的な活動がなされている。

　　　　②学校保健＄業の内容

　県福祉保健部局が担っている業務は次のとおである。

　ア学業生活中の特定段階における健康診断

　（力入学許可に必要な在宅健康調査

　（イ）進学に必要な適性健康診断

　（ウ）中等教育終了時の健康診断

　イ教員。親、ソーシァル・ワーカーが要求すする医学

　　検査

　ウその他の検査

　（ア1年度ごとの身体測定

　（イ1施設入所中の学童生徒の検診、指導

　（ウ）身体運動能力の観察テスト

　（エ）教育省担当官の健康指導

　1わ教員を含む結核検診、口腔歯科検査

　1カ）休暇村参加のための指導

　〔キ1学校生活全般の衛生教育

　〔ク）社会福祉診断

　〔ヶ）学校指導相談

　　　　③学校保健事業の組織

　県福祉保健部局は、学校保健全般について事業を調整

し、促進する役割を持っている。その業務を担当する専

門職として、学校保健医師、学校保健主任ソーシァル・

ワーカー及び県主任保健婦が置かれている。

　学校保健地区は、生徒数5，000人乃至6．000人を単位

とする小学校区と一致している。各地区には、次の専門

職貝が置かれている，

　ア医師1名　　　　　　　ウ保健婦2名

　イソーシァルワーカー2名　工医療・福祉事務員1名

　　　　④医療的任務

　医療的任務は、地区担当医師が当たり、保健婦、医

療・福祉事務員が補佐している。主要な健康診断は次の

とおりである。

ア

イ

ウ

工

　社会福祉的任務は、

ワーカー は、不適応等何らかの困難な状況にある学童、

生徒を見出し・必要な援助を行なう。また、不適応等の

社会的、家族的原因を探り、教員、医師、学校カウンセ

ラー、進路指導員そして親と連携して、ケースワークや

必要な保護を行なう。

第1回健康診断；先にふれた母子保護事藁の一環

として、3歳時期の検診等6歳未満の幼児を対象

第2回健康診断：準備学年（6歳～7歳）の初め

に入学の適否を決定

第3回健康診断1第6学年（10歳～12歳）進級の

ための精密検査

第4回健康診断1中学第3学年（14歳～15歳）の

職業、進路指導のための検診

　⑤社会福祉的任務

　　　　　　ソーシァル・ワーカーが当たる。

　10　母子栄養の現状

　　（11母子保健に関する栄養士活動

　フランスの栄養士の歴史は日本に比べまだ浅く、1952

年に栄饗医の補助的な仕駆から始まっている。現在、栄

養士数は約3000人・20年前に比ぺ約五倍に増加している

とは言え・その約7割は医療関係に従事し、公衆衛生関

係は5％程度にしかすぎない．

　フランスのm1県の保健局の中・栄養士のポストが常

設されているのは16県のみである。1972年には保健局の

公衆衛生部に栄養士が配置されるようになったが、その

第1目的は学校給食を改善することにあった．現在でも

学校給食（後述）の現場には栄養士はいない。従って学

校給食の監督は保健局の栄養士の匝要な仕事になる。し

かし、きめ細かく現場を視察して改善点を指摘しても、

それを強制する力はないという。

　一方、学校、老人ホーム、レクリエーションセンター

などの集団給食施設の新築・改装についての認可を下す

のも栄養士の仕事である。現在、栄養士は一般向けの栄

養の広報活動や教育にも当たっているが、1母子保健行政

に関する仕事に直接従事していない。

　　（2）妊産・援乳婦の栄養・食生活

　栄養・食生活の基本となるrフランスの栄養所要疑』

から、妊産・授乳婦のそれを表6に示す。

　エネルギー及び15種類の栄養素についての栄養所要量

が発表されている。エネルギーは妊娠前期及び中・後期

には成人女子（普通労作・2000kcal）に対する付加量の

形で示されており、たん白質とビタミンCにおいては妊

娠経過に伴う幅が示されているが、他の栄養素は妊娠期
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衰6　栄養所要量

妊　　婦 授　乳　婦

エネルギー（尺cal）’前期　2100
2500

後鑓　2250
蛋自銀（9） 70～80

80
籍、

カルシウム 1000 1200
ネ マグネシウム 400 400
一フル

鋏
｛　　　　18後期　20 20

（国9 ヨード 0．14 0．14
ビ漸

溶ミ驚

A（ノ9）

争9）

1200

　15

1400

　15

ン
E（1u） 15 15

水
C（mg） 80～100 80～100

冨
B1（mg〉 1．8 1．8

性 B2（mg L8 1．8

ビ ナイアシン（m呂 20 20

B6（mg）

酸（〃8）

　2．5

00
　2．5

00

B監2（μ9） 4 4

間中、一律である．一方、授乳期も同様、エネルギーは

付加量の形で、ビタミンCに多少の幅がとられている。

　現在、フランスでは妊婦のダイエット、また、逆にフ

ラ ンスの美食・飽食による肥満が問題視されている。特

にエネルギーは姫娠中の体重増加燈に応じて調節すべき

であるとしている。授乳期においても食事療法、肉体運

動やスポーツを勧め、妊娠前の体重に戻すことが強調さ

れている。

　　〔3）乳児栄養

　フランスの乳児期の栄養所要量はたん白質以外には特

に定められておらず、離乳の進め方についても一定の方

針は無レ、ようである。

　フランスの小児栄養の成聾によると、母乳だけを与え

る期間は生後3か月までで十分であり、4か月以降は授

乳回数を減らし、粉乳、野菜、果物、肉、魚、卵等を与

え始めても良いとされている。しかし、突際には他の先

進国と同様、女性の社会進出などのために2か月頃まで

に断乳する者が多い。

　人工栄養の場合、粉乳の種類によって組成が異なり、

その選択および与えるぺき量の指示は子どもによって医

師が看テなう。

　離乳が開始されるのは生後4か月から6か月の間であ

る。離乳期は液状の乳類から半固形、固形の様々な食品

への移行期であり・新しい栄養素への消化管の適応期、

また吸うことから、何の問題も無く固形の食物を噛んで

のみ込むことができるようになるという神経精神性の成

熟期とされている。この基本的な考え方は日本と同様で

あるが、実際にはこれより早く、生後2か月半以降から

澱粉の入った粉乳を1日1回位与え始め、3－4か月に

はペースト状に煮っぶした野菜あるいはペピーフードの

野菜を粉乳に混ぜたものをほ乳瓶で与える。また、同時

期、ベビーフードか自家製のぺ一スト状の果物をスブー

ンで授乳後あるいは授乳の間に与える。4－5か月にな

ると昼食として与えるようになる。内容としては、べ・ビ

ーフードの肉や魚、または加熱してミキサーにかけた

肉、魚、茄で卵の黄身を野菜と混ぜ、ほ耽瓶かスブーン

で与え、また果物などのデザートも与える。6－9か月

には昼食と同様の夕食を与えて2回食とし、9か月頃に

は柔らかい小さな固片の食物かジュニア用のベビーフー

ドで咀哺の練習を行なう。乳児の食生活で大きな割合を

占めているベビーフードは、法令によって動物性たん白

質、砂糖、ナトリヴム、ビタミンCなどの含有量が種類

別に決められており、着色剤、添加物についても厳しい

規制がある。また、その調理形態や種類の多様性、安全

性などからも離乳食に適しているとされている。

　　〔41学校給食

　フランスの学校給食の歴史は浅く、従ってまだその晋

及率も低い。給食の実施率は全校の50％強でしかない。

これは昼食は自宅へ帰って食べるというフランスの食習

慣からくるものと、食べることは非常に個人的な行為な

ので、画一的なものを押しつけるのを嫌がるフランス人

の気質によるものであろう。また、給食を実施している

学校でも弁当でも給食でも、個人の自由にまかせている

所もあるという．

　フランスの学校給食は幼児教育、小学校、中学校、高

等学校生徒を対象に実施されているが、給食は委託方式

が多い．自校で給食を実施、または、委託のいずれにし

ても、生活の中で「食べること』が重要な位置を占めて

いる国だけあって、 食事室の環境楚備にはカが注がれ、

また、幼児と小学低学年以外はセルフサービスの選択シ

ステムがとられている。給食の栄養基準は栄養所要量の

約40％を摂取することになっているが、幼稚園から高等

学校まである学校の給食の現場では、年齢別に食事髭を

調節することは難しく、栄養所要量に基ずく食事の供与

は厳密には行なわれていない。

　フランスではいずれの学校においても教師は子供達の

食事の世話をしない。昼食時の世語をする者が別にい

る。また、子供達に対する栄養教育は給食を委託されて

いる企業が積極的にバックアップを行なっている。
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IV　考察

　1　児童の権利保障

　IU－5一（21でふれたように、フランスは、歴史的に

人権思想が早くから璽視されてきた国である。児童の権

利に閲しても、早くもフランス革命後の1793年8月9日

に国艮議会に提出された民法案の中に、親権とのかかわ

りでr両親は子どもに対して義務のみを有し、子どもを

保護する貴任を負う。」という規定が含まれていたとシ

ャザル（Chaza1，J）は記している。1989年n月、国際連合

において『児磁の権利に関する条約』が採択されたが、

フランスにおいてはr家族社会扶助法典』に児童の積極

的な権利保障の視点が加えられており、我が国において

もこの条約の批准に当たっては、検討の参考になろう。

　2　総合的、統合的福祉

　フランスにおける”連帯からエゴロジーへ”、”細分

化された福祉から包括的な福祉へ”の指向は、我が国の

今後のあり方ときわめて共通している．とくに従来の中

央集権指向、制度上の煩雑さ、セクト的サービスは、比

較的我が国と共通する課題として循摘されてきた。1980

年代に入り、とくに近年の地方分梶化、縦割り的な細分

化されたサービスからの脱皮、そして地域、住民、家族

指向は、我が国がすすめている変革と類似した部分が多

い。この方向性は、有効で実質的な福祉と保健の連携を

一層強める方向を示唆するものである．

　3　家族政策の重視

　フランスも他の福祉先進国と称される国々と同様、近

年家族支援サービスを非常に重視してきている。社会保

随、社会扶助、社会事業に一貫してその傾向はみられる

が、フランスの特徴として、社会保障を通じた施策の強

化を上げる必要がある。社会保障の一環としての家族給

付はわが国における児童手当に該当するが、そこには我

が国と異なる次のような三っの特徴がある。

　第1に、この制度が我が国における社会保険の性格を

持つ一方、国や地方自治体の公庫負担による各種手当制

度を、社会保険や拠出性によって異施しているという点

である。これは、一見福祉における公的責任を回避して

いると受け止められなくもない。しかし、公的負担が極

度に高まった場合の「高福祉高負担』と、私的負担が極

度に高まる一方で弱者への福祉サービスが極度に軽視さ

れるr不公平福祉」との狭閤で、今後均衡ある負担とサ

ービスをすすめる制度として、相当に考慮すべき価笹が

あるように思われる。r

　第2に、この制度が対象とする給付の範囲は、児髭福

祉及び母子保健の分野、即ち妊娠、出産、奮児、入・進

学、心身障害、孤児、ひとり親等の二一ズを包含し、家

族支援サービスの重要な柱となっていることである。例

えば、皿一5一（4）でふれたように1987年から実施され

ている育児親手当、家庭保育手当は、働く母親が退職し

た場合には、その子が3歳になるまで所律を補填し、ま

た働き続ける場合には、その子が3歳になるまで家庭で

保育者を雇用する場合にその費用を補填するものであ

る。公的負担によって、個々に手当制度を独立させて歩

ませる我が国の施策と比較して、このように今日の実情

に則して総合的にかつ柔軟に二一ズに対応できる点で、

この制度はより検討すべき価値がある．

　第3に、更にこの制度は、家族給付の拠点である家族

手当金庫が、単に窮源をプールし、これを給付する役割

に留まらず、妊娠届けの受理や妊婦手帳の交付、在宅援

助サービスやホーム・ヘルブサービス等、児童福祉、母

子保健活動の一翼を担っていることである・今後の我が

国の実りある家族支援サービスをすすめる上で、この特

徴も参考となり得るものである。

　4　家庭保育所のあり方

　フランスに限らず、欧米諸国における保育はとくに乳

児、低年齢幼児に対しては、集団保育よりも家庭的保育

が露視されているのが、我が国と際立って相違している

点である。中でもフランスの家庭保育所は、施設保育経

営と個人家庭における保育の双方のメリットをも視野に

入れた特色ある方法である。我が国が集団保育を基調と

して保育をすすめている現状と今後を考えるとき、多様

化する保育二一ズに対応する一つのあり方として、フラ

ンスにおける家庭保育所の制度は非常に示唆に富むもの

である。

　5　母子保健と児童福祉の連携

　フランスの母子保健は、我が国と同様に児醒禰祉の体

系のなかですすめられている点は、世界的に見ても数少

なく、ひとつの特徴として指摘し得るものである。しか

し、我が国と異なり、法制度上は独立した母子保健立法

はなく、家族社会福祉、公衆衛生、社会保障等関運する

分野の諸法律がかかわっている。この両国の縦害IIりと横

．りの相違は、母子保健にかかわる活動の拠点の拡がりと

くに福祉と保健の連携や連動と密接に関係してくる。保

健所等の活動拠点を更に拡げ、民生と衛生の連携を強化

する上では、フランスのような総合的、横割り的法制度

の運用について検討することの重要性が認められる。

　このような運用の効果は、先にふれた家族手当金庫の

母子保健、児誕福祉にかかわる包括的活動がより進めや

すくなるだけではなく、とくに専門スタッフの禰祉・保
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健協働体制の採り方に表われてくるであろう。即苑、保

健・医療専門家とソーシァル・ワーカー、心理家、保育

者等が協働するという体制を強化することによって、指

導、治療のシステム、予後のフォローアッブ、予防や健

全育成の効果がより期待される。我が国においてしばし

ぱ指摘されてきた検診、保健指導のあり方、そのフォロ

ーアッブのあり方を含め、福祉保健ケアシステムを今後

すすめる上で、フランスの制度や活動上の特徴は参考と

し得る内容を含んでいる。

　6　母子保健と学校保健

　フランスにおいて、学校保健衷業が我が国で言うとこ

ろの児童福祉、母子保健の一環としてすすめられている

ことの意義は、児童が成長、発達する理境（家庭、学

校、地域、施設）の如何を問わず、児童にとってよりグ

ローバルなサービスが可能であることにある。その方向

性は、我が国よりも制度上は遅れつ》、しかし母子保健

事業の一環として充実されつΣある家族計画教育・指

導、更には近年の思巻期、10代の保健教育・指導にもみ

られる。

　しかし学校保健に関しては、1964年に教育省系統の管

轄から福祉省系統の管轄に移行して以降、福祉と教育の

運携は十分ではなく、学校保健地区も整備されたものと

はなっていないようである。フランス政府は、学校保健

を含む予防の分野においてこの国がしぱしぱ世界の先頭

に立ってきたことを誇りつ》も、教育分野の差し迫る謙

題への立ち後れが顕著になってきており・福祉と保健と

の連携とは異なり、保健と教育の連携は他国の例に洩れ

ずセクト上の限界を抱えている。

　出産前から成人に至る迄の一貫した母子保健のシステ

ムの実現は、フランス以上にセクト上の壁を持っ我が国

において困難性をより擁しているといえる．むしろ、福

祉保健的サービスを必要とする学童・生徒に対する両者

の実質的な相互協力のあり方について・従来にも増して

検討すぺき時期に至っていると考えられる。

　 7　母子栄養

　母子の健全育成のための栄養指導業務はフランスに比

べ、日本の方がより進んでいるように推察された。栄養

所要量に示されている栄養素の種類は日本に比ベフラン

スの方が多いが、前述のように乳児期の所要量はたん白

質のみが表示されているに過ぎず、また、年齢区分も日

本ほど細分化されていない。

　妊産・授乳婦の栄養所要量及びその基本的な考え方、

成宙比みる食事指針も基本的には日本とあまり変わらな

い。しかし、全体的に肥満予防が強調され・フランスで

は日常的になっている各種飲料、アルコール飲料に対す

る注意が記述されている。

　フランスの乳児期の栄養の基本的な考え方は日本と大

差はないようであるが、栄養所要温 も細かく定められて

はおらず《その実際は個人個人によってかなり幅がある

ように思われる。離乳食には、栄養面、衛生面に優れ、

また食品の穏類も豊富なことからベビーフードが多く用

いられている。これらは乳汁に混ぜ、ほ乳瓶で与えるな

どの方法がとられており、現在・日本で問題とされてい

る咀噌機能の発達上疑問が生じるが・特に問題としてと

り上げられてはいない．

　フランスでは、学校給食の所管が学校保健と同様篠祉

省系統にあることが日本と大きく異なっている。現荏、

日本の一部では給食時間の短縮化傾向が指摘され問題に

なっているが、その点、給食が委託でも食べることに重

点を置くフランスでは給食が栄養摂取のみならず・心に

も栄養を与えることを忘れていないようである。
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